












































(国)362号

※路面からの高低差

※路面からの高低差

※点検対象面積

※点検対象面積

※点検対象面積

※点検対象面積

（国）362号道路防災点検数量表【山東-小石間】

安定度調査実施箇所
合計

16

50m
未満

50m以上
～75m未満

75m以上
～100m未満

100m以上
～150m未満

150m以上
～200m未満

200m以上
～300m未満

300m以上
～500m未満

500m
以上

落石・崩壊Ａ
2 1 3

0.5千ｍ2
未満

0.5千ｍ2以上
～1千ｍ2未満

2千ｍ2以上
～3千ｍ2未満

3千ｍ2以上
～4千ｍ3未満

800千ｍ2
以上

1

20千ｍ2
未満

20千ｍ2以上
～40千ｍ2未満

40千ｍ2以上
～60千ｍ2未満

60千ｍ2以上
～80千ｍ2未満

80千ｍ2以上
～100千ｍ2未満

100千ｍ2以上
～200千ｍ2未満

擁壁
2 3 3 1

地すべりＣ

200m以上
～300m未満

300m以上
～500m未満

500m
以上

50m
未満

50m以上
～75m未満

75m以上
～100m未満

100m以上
～150m未満

150m以上
～200m未満

Ｂ 岩盤崩壊

Ｅ 土石流

5千ｍ2
未満

30千ｍ2以上
～50千ｍ2未満

50千ｍ2以上
～100千ｍ2未満

5千ｍ2以上
～10千ｍ2未満

10千ｍ2以上
～15千ｍ2未満

15千ｍ2以上
～20千ｍ2未満

20千ｍ2以上
～30千ｍ2未満

0

合計

9

Ｆ

0.25千ｍ2未満
0.25千ｍ2以上
～0.5千ｍ2未満

0.5千ｍ2以上
～1千ｍ2未満

1千ｍ2以上
～3千ｍ2未満

3千ｍ2
以上

盛土

Ｇ

4千ｍ2
以上

1千ｍ2以上
～2千ｍ2未満

合計

6

合計

0

合計

1

合計

0

合計

100千ｍ2
以上

200千ｍ2以上
～400千ｍ2未満

400千ｍ2以上
～800千ｍ2未満
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道路防災点検対象一覧表　（国）362号　（1/1）

H2点検 H8 1次点検 H8 2次点検 H2点検結果 H8点検結果 H28点検

ランク：Ⅰ～Ⅳ
1.要対策

2.防災カルテ
3.対策不要

備考

G J362G119 362 （国）362号 G 擁壁 0.20
A J362A109 362 （国）362号 A 落石・崩壊 90
G J362G120 362 （国）362号 G 擁壁 谷側 0.54
A J362A016 J362A016 362 （国）362号 A 落石・崩壊 ○ ○ × Ⅲ - 90
A J362A017 J362A017 362 （国）362号 A 落石・崩壊 ○ ○ × Ⅲ - 90
G J362G121 362 （国）362号 G 擁壁 0.36
G J362G122 362 （国）362号 G 擁壁 0.20
G J362G123 362 （国）362号 G 擁壁 谷側 0.50
A J362A018 J362A018 362 （国）362号 A 落石・崩壊 ○ ○ ○ Ⅲ 要対策 45
G J362G001 J362G001 362 （国）362号 G 擁壁 - ○ ○ - 要対策 0.26
C J362C102 362 （国）362号 C 地すべり 4
G J362G124 362 （国）362号 G 擁壁 0.98
A J362A019 J362A019 362 （国）362号 A 落石・崩壊 ○ ○ × Ⅱ - 55
G J362G125 362 （国）362号 G 擁壁 1.24
A J362A020 J362A020 362 （国）362号 A 落石・崩壊 ○ ○ × Ⅲ - 30
G J362G126 362 （国）362号 G 擁壁 谷側 0.35

H28
施設管理番号

H8
施設管理番号

路線番号 路線名 点検項目
A・B・J：比高差（m）

C・E・F・G：面積（千m2）
H：橋梁下部工数（脚）○：点検実施　　×：未点検又は実施しない
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添付書類一覧（特記仕様書等） 添付

【契約関係及び全般】

 契約条件に関する特記仕様書（債務関連）

 委託特記仕様書（直接人件費100万円以上） 〇

 委託特記仕様書（直接人件費100万円未満）

【業務実施関係】

 浜松市測量・調査業務共通仕様書 〇

 浜松市土木設計業務共通仕様書

 電算帳票作成業務委託特記仕様書

 委託業務検討会特記仕様書

 落橋防止構造等に関する特記仕様書

 新技術の活用に関する特記仕様書

 土質調査（CBR試験）に関する特記仕様書

 塩化物試験特記仕様書

 橋梁修繕標準特記仕様書

 橋梁補修設計に伴う舗装厚試掘調査 特記仕様書

 橋梁補修設計に伴う中性化試験（ドリル法）特記仕様書

 橋梁補修設計に伴う塗膜分析調査特記仕様書

 照査特記仕様書

道路トンネル修繕設計特記仕様書

道路橋定期点検業務における新技術活用の特記仕様書

道路トンネル定期点検業務に関する特記仕様書

道路橋定期点検業務に関する特記仕様書

履行条件明示

【納品書類関係】

 電子納品に関する特記仕様書

【業務環境関係】









 

 

特 記 仕 様 書 

 

1 適用範囲 

   本特記仕様書は、浜松市（以下、「委託者」という。）が委託する「令和8年度道路防災国交付金事業(防

災・安全交)(国)362 号道路防災点検業務(山東-小石間)」（以下「本業務」という。）に適用する。本特記仕

様書は、「浜松市土木工事関連業務委託共通仕様書（令和８年４月 浜松市）」（以下、「共通仕様書」とい

う。）を補足し、業務に関する作業方法等の必要事項を規定するものである。 

 

2 業務目的 

本業務は、近年道路斜面施設の老朽化による変状の顕著化、また、台風や集中豪雨による道路斜面災

害が多発していることから、浜松市斜面対策・道路土工構造物維持管理ガイドラインで定めた重要路線であ

る(国)362 号の平成 28 年度に実施した道路防災点検(2 次絞込み)によって選定された箇所において、

「（参考資料）点検要領(平成１８年９月：一般社団法人全国地質調査業協会連合会)」、「道路防災点検の

手引き(豪雨・豪雪等)（令和 4 年 3 月：財団法人道路保全技術センター）」及び「防災カルテ作成・運用要

領(平成８年１２月：財団法人道路保全技術センター)」に基づき、安定度調査及び道路防災カルテ作成を

行うものである。 

 

3 適用基準等 

本業務は、共通仕様書及び本特記仕様書によるほか、以下の表1の適用基準等に基づき実施する。 

 

 

 

表１ 適用基準等 

名称 発行機関 発行年 適用 

浜松市土木工事関連業務委託共通仕様書 浜松市 令和８年４月  

浜松市斜面対策・道路土工構造物維持管理

ガイドライン 
浜松市土木部 令和３年３月  

道路防災点検要領 
一般社団法人 

全国地質調査業協会連合会 
平成１８年９月  

防災カルテ作成・運用要領 
財団法人 

道路保全技術センター 
平成８年１２月  

道路防災点検の手引き(豪雨・豪雪等) 
財団法人 

道路保全技術センター 
令和４年３月  

※更新されている場合は最新版を使用する 

 

 

 



4 業務対象 

本業務の対象は、別紙１「道路防災点検対象一覧表及び位置図」のとおりとする。 

   ・道路防災点検：1 箇所（表 2） 

表 2 道路防災点検箇所表 

道路防災点検 
A 

落石・崩

壊 

B 

岩盤崩

壊 

C 

地すべり 

E 

土石流 

F 

盛土 

G 

擁壁 
計 

点検箇所数 6 - 1 - - 9 16 

    

・道路防災カルテ作成：11 箇所 

・防災対策計画の策定：５箇所 

 

5 業務の体制 

受託者は、本業務を実施するにあたり、それぞれ以下の資格と実務経験を有する者を配し、委託者に通

知しなければならない。なお、業務責任者は診断員を兼務することができる。 

 

（1） 業務責任者 

道路防災点検の実績及び道路防災設計における実務経験を有し（実務経験は、大卒については

５年以上、短大・高専卒については８年以上、高校卒については 11 年以上の実務経験を有する者

とする。）、以下のいずれかの資格を有する者。 

・技術士(総合技術監理部門、建設部門「土質及び基礎、河川・砂防及び海岸・海洋」又は応用

理学部門「地質」のいずれか)を有する者。 

・国土交通省登録資格（公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登

録規程に基づく「地質・土質」の施設分野において、「調査」として管理技術者登録された資格

（ただし、地質調査技士資格者（土壌・地下水汚染部門）、又は港湾海洋調査士（土質・地質調

査）は除く））を有する者。 

・国土交通省登録資格（公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登

録規程）に基づく「道路土工構造物（土工）」の施設分野において、「診断」と登録された資格を

（ただし、都市道路点検診断士は除く）有すもの。 

 

（2） 担当技術者 

      １）診断員 

道路防災点検の実績及び道路防災設計における実務経験を有し（実務経験は、大卒について

は５年以上、短大・高専卒については８年以上、高校卒については 11 年以上の実務経験を有す

る者とする。）、以下のいずれかの資格を有する者。なお、診断員は業務責任者を兼務することが

できる。 

・技術士(総合技術監理部門、建設部門「土質及び基礎、河川・砂防及び海岸・海洋」又は応



用理学部門「地質」のいずれか)を有する者。 

・国土交通省登録資格（公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格

登録規程に基づく「地質・土質」の施設分野において、「調査」として管理技術者登録された

資格（ただし、地質調査技士資格者（土壌・地下水汚染部門）、又は港湾海洋調査士（土

質・地質調査）又は土壌境監理士は除く）を有する者。 

・国土交通省登録資格（公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格

登録規程に基づく「道路土工構造物(土工)」の施設分野において、「診断」と登録された資格

（ただし、都市道路点検診断士は除く））を有する者。 

 

    2）点検員 

地質調査又は道路防災点検の実績又は道路防災設計に関する実務経験を有し（実務経験

は、大卒については５年以上、短大・高専卒については８年以上、高校卒については 11 年以上

の実務経験を有する者とする。）、以下のいずれかの資格等を有する者。 

・技術士(総合技術監理部門、建設部門「土質及び基礎、河川・砂防及び海岸・海洋」又は 

用理学部門「地質」のいずれか)を有するもの。 

・国土交通省登録資格（公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格

登録規程に基づく「地質・土質」の施設分野において、「調査」として登録された資格（ただし、

地質調査技士資格者（土壌・地下水汚染部門）、又は港湾海洋調査士（土質・地質調査）は

除く））を有する者。 

・国土交通省登録資格（公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格

登録規程に基づく「道路土工構造物（土工）」の施設分野において、「点検もしくは診断」と登

録された資格）を有する者。 

・道路防災点検要領が改訂された平成 18 年 9 月以降に、財団法人道路保全技術センター

又は一般社団法人全国地質調査業協会連合会等主催の「道路防災点検技術講習会」を受

講し、講習会受講証明書を交付された者。 

 

6 業務内容 

 本業務の作業内容は、以下のとおりとする。 

 

6.１ 計画準備 

   （１）業務計画書作成 

          業務の遂行に先立ち、受託者は特記仕様書に基づき業務計画書を作成し、業務の目的、内容、

工程、遂行体制、使用する図書及び基準等について委託者と確認を行い、委託者へ提出する。 

 

  （２）資料収集整理 

点検、維持管理計画の作成等に必要な資料を収集し、整理する。なお、本業務に必要な以下の



資料は委託者より提供する。（ただし、既存資料があるものについてのみの提供） 

  道路防災点検対象一覧表（別紙１）・位置図 

  道路台帳図 

  建設時の設計図書や地質関係資料 

  地形図、航空レーザ測量成果 

  道路防災点検結果（第 2 絞込み結果も含む） 

  災害履歴 

  その他、委託者が必要と認めた資料 

 6.2 道路防災点検 

机上調査及び現地踏査を実施した後、点検実施計画書を作成し、現地にて点検を実施する。なお、

点検時に緊急対応が必要と判断される変状を発見した場合は、直ちに委託者へ報告する。 

（1）現地踏査 

机上調査後、道路防災点検箇所について現地踏査にて以下の作業を行う。 

  点検区間・箇所の照合 

  遠望目視（点検区域全体を遠望から観察し、斜面状況等を把握） 

  点検区間や箇所の状況把握 

  点検方法や足場等の資機材の計画立案に必要な情報把握 

  交通状況や点検に伴う交通規制、安全対策の方法の把握 

（2）点検実施計画書作成 

現地踏査後、各点検に先立ち点検実施計画書を作成する。なお、点検実施計画書には、以下

の項目を記載するものとし、必要に応じ関係機関協議資料を併せて作成する。 

１）業務概要 

２）点検対象概要（諸元等） 

３）点検位置図（浜松市天竜区） 

４）現地踏査の調査記録（箇所毎） 

５）実施方針（点検方法、点検数量、使用機械、仮設備等） 

６）実施工程 

７）実施体制（点検に従事する者の氏名、資格、作業内容等） 

８）連絡体制（緊急時含む） 

９）安全管理計画（交通規制含む） 

１０）その他委託者が必要と判断した事項 

（3）道路防災点検  

1）安定度調査（現地調査） 

平成 28 年度に実施した当該路線の道路防災点検(第 2 絞込み)により選定された安定度調査箇

所について、道路防災点検要領（一般社団法人全国地質調査業協会連合会・平成 18 年 9 月）等

基づき、現地調査を行う。なお、調査にあたっては、発生源の踏査まで行う事を基本とし、発生源へ



の接近が困難な場合は、対応について監督員と協議すること。 

  2）点検記録様式作成 

点検記録様式（様式 0～16（点検対象項目で指定された様式を使用）・斜面対策計画）を作成する。

各点検記録様式の一覧を表 3 に示す。なお、点検記録様式については委託者から提供するものとし、

各点検記録様式の作成にあたっては、項目の記入方法（路線名、フォントの全角・半角の別等）、背景

図とその縮尺、ファイル名等について委託者と協議し決定する。また、「7.成果品」で定める電子データ

とは別にオリジナルファイルを委託者に提出すること。 

 

 

表 3 道路防災点検記録様式の一覧 

項目 様式番号 様式名 内容 略名 

集計 様式 0 
道路防災点検(安定度調査） 

結果一覧表 
調査結果集計 

浜松市 

様式 

安
定
度
調
査
表 

様式 1 調査結果一覧表 調査結果 

(

社)

全
国
地
質
調
査
業
連
合
会
様
式 

様式 2 箇所別記録表（落石・崩壊） 点検箇所の諸元や点検所見等 

様式 3 
箇所別記録表（岩盤崩壊・地すべ

り・土石流・盛土・擁壁） 
点検箇所の諸元や点検所見等 

様式 7 安定度調査表（落石・崩壊） 点検項目における評価 

様式 8 安定度調査表（岩盤崩壊） 点検項目における評価 

様式 9 安定度調査表（地すべり） 点検項目における評価 

様式 11 安定度調査表（土石流） 点検項目における評価 

様式 12 安定度調査表（盛土） 点検項目における評価 

様式 13 安定度調査表（擁壁） 点検項目における評価 

様式 16 被災履歴記録表 被災状況や規模・要因等 

現状記録写真 現状記録写真表 点検時の状況写真 

対策 

計画 
斜面対策計画 斜面対策計画表 点検結果一覧、防災対策計画 

浜松市 

様式 

 3）道路防災カルテ作成 

①現地調査 

        6.2.（5）.1）安定度調査（現地調査）により「要対策（対策が必要と判断される）」及び「カルテ対応

（防災カルテを作成し対応する」」と区分された箇所において、防災カルテ作成のための現地調査を

行う。 

②防災カルテの作成 

①現地調査の結果をもとに、防災カルテを作成する。防災カルテ様式の一覧を表 4 に示す。 



 

表 4 防災カルテ様式の一覧 

項目 様式 記載内容 備考 略名 

防
災
カ
ル
テ 

様式 A 点検対象の全景等  

(

社)

全
国
地
質
調
査
業
連
合
会
様
式 

様式 B 点検対象の全景と点検方法等 変状状況を詳細に記載 

様式 C 点検対象の中でも着目すべき変状  

様式 D 点検結果、被災履歴、補修履歴等 被災・補修を確認した場合に適宜作成 

現状写真記録 詳細な被災履歴、補修履歴等 様式 A～D に納まらない場合に作成 

写真位置図 点検時の状況写真 現状写真記録に記録した写真撮影位置図 

 

4）防災対策計画の策定 

道路防災点検の結果を踏まえ、浜松市斜面対策・道路土工構造物維持管理ガイドライン基づき、

効率かつ効果的に行うため、判定区分「要対策」の箇所について防災対策計画を策定する。変状の

原因を正確に把握した上で、必要な対策について概略的な計画検討を行う。対策については、対策

の効果、施工性、安全性、経済性及び施工時期等について留意し検討を行い、概算工事費を既存の

類似実績を基に施工規模と単価から推定し算出すると共に詳細調査の調査手法について計画立案

する。 

 

6.3 報告書作成 

本業務にて実施・検討した内容について取りまとめた報告書を作成する。 

道路防災点検結果（安定度調査結果及び防災カルテ）については、各施設番号別に電子データ（データ

名は各点検管理番号とする）で作成するほか、書類として各施設番号別にインデックスを付けて報告書を作

成すること。 

 

6.4 打合せ協議 

本業務における打ち合わせ協議の回数は、原則として業務着手時、中間（5 回）及び成果品納入時の計

7 回とする。その他協議が必要な場合は、委託者が別途指示するものとする。なお、全ての打合せに、原則

として担当技術者の診断員が立ち会うものとする。また、打合せの際は、「打合せ記録簿」に内容記録し、相

互に確認しなければならない。 

・業務着手時 

・中間時 5 回： 机上調査・現地調査結果、及び点検実施計画書策定（1 回） 

各種点検結果報告（2 回） 

防災カルテ作成、防災対策計画策定、概算工事算定（2 回） 

・成果品納入時  ・ 



7 成果品 

   本業務における納入成果品は、以下のとおりとする。 

    （1）業務報告書（A4版製本）                     2部 

    （2）業務報告書（概要版）                             2部 

    （3）業務報告書の電子データ（DVD-R等の電子媒体に記録） 2部 

 

8 貸与資料 

   本業務における貸与資料は「6.１ 計画準備（２）資料収集整理」に示す資料とする。また、道路防災点検

結果（第 2 絞込み結果も含む）については以下の過年度成果品である。 

   

・平成 28 年度防災・安全交付金(災害防除)事業(国)362 号(天竜区内)道路防災点検業務 

 

9 疑義 

業務実施にあたり、本特記仕様書及び設計図書等に明示なき事項又は疑義を生じた場合には、速やか

に委託者に申し出て、協議の上これを定めるものとする。 

 

10 その他 

   ・直ちに道路へ影響の出る可能性がある変状を確認した場合は、速やかに委託者へ連絡する。 

    ・点検を実施するにあたり、非効率であり改善すべき点がある場合は提案するものとする。 

 





 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
 同院発行の2万5千分の1地形図を使用したものである。（承認
 番号　平18 部使、第 50 号）」

 1:50000

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 km

位　置　図
浜松市天竜区横川地内

　　　【調査区間】
(国)362号（山東～小石間）

道路防災点検　　　　　　N=16箇所
　（落石・崩壊：6箇所）
　（地すべり　：1箇所）
　（擁壁　　　：9箇所）

防災カルテ作成　　　　　N=11箇所
防災対策計画の策定　　　N= 5箇所




